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ハンセン病問題と真宗
明治政府は、「文明国」の仲間入りをすることをめざし、１９０７年、法律第十一号「癩予防ニ

関スル件」を制定、ハンセン病患者を国辱とみなし、ハンセン病絶対隔離政策を開始する。

この政策は、家族・ふるさととの分断、園名の強要、断種・堕胎、懲戒、強制労働など過酷な

人権侵害を引き起こす、世界でも類をみない非道な政策であった。さらに戦後の民主憲法のもと

でもあらためられることなく、「無らい県運動」の展開などにより市民を隔離政策の直接の担い手

としながら、１９９６年に「らい予防法」が廃止されるまで、ハンセン病を患った人たち、そして

その家族への被害を与え続けたのである。

この隔離政策に大谷派は当初から「大谷派光明会」を設立するなど、「慰安教化」活動を中心

に教団をあげて加担していく。ハンセン病患者を「世に最も憐れむべき境遇に在る」ものとし、

「慰安」の対象とみなし、国に感謝して隔離を受け容れることが「信心」であり「救い」であると説

いてきたのである。

このような教化活動は、入所者に隔離の受容を植えつけることとなり、病そのものとは別のもう

一つの苦しみをもたらした。

また大谷派は、「癩絶滅小ポスター」を全寺院に配布するなど、「絶対隔離政策の促進」を市民

に対しても強く訴えていく。療養所の内外に、隔離の過ちに目覚めさせない役割を果たしていっ

てしまったのである。

隔離の中で厳しい生活を余儀なくされていた入所者であるが、決して無抵抗であったわけで

はない。１９５３年には、当事者団体である「全患協」( 現全療協 )を結成し隔離政策の継続に

徹底的に抗った。またその後も長島架橋運動を闘うなど途絶えることなく運動は続けられ、１９

９６年の予防法廃止から２００１年のハンセン病国賠訴訟勝利へと続いていく。また各地で

「退所者の会」や「遺族の会」が立ち上げられるなど、当事者運動は広がりを見せ、それに応えよ

うとする市民運動も活発化しており、２００８年には、９６万筆もの署名により「ハンセン病問

題基本法」が制定された。

大谷派も、過去の歴史と向き合う中で、らい予防法廃止に時をあわせ、謝罪声明と国への要望

書を提出、あらたな取り組みの一歩を踏み出した。その後も、ハンセン病問題に関する懇談会を

中心に、隔離されたもの、隔離したものが共に解放される世界を求めて活動を展開している。

しかし、ハンセン病回復者に対する宿泊拒否事件が起こるなど、差別は厳然と存在し、ふるさ

ととや家族との関係の回復も、大きな課題となっており、真のハンセン病問題の解決は、まだま

だ緒についたばかりと言わざるを得ない。




































